
5

　個人使用のうち高校生以下の使用については、規定の使用料の半額とする。ただし、プール使用
の場合を除く。

4

　規定する使用時間以外の時間に使用する場合の使用料は、規定の使用料に２割を加算した額とす
る。

10 　器具使用料については、別に規則で定める。

6

　運動広場夜間照明使用料は、１面につき３０分までごとに、３，０００円以内とする。7

　庭球場夜間照明使用料は、１面につき３０分までごとに、４００円以内とする。

　やむを得ない理由により休場日に使用する場合の使用料は、規定の使用料に２割を加算した額と
する。

　アーチェリー競技場照明等の使用については、別に実費を徴収する。

8

9

　運動広場を陸上競技場の補助グラウンドとして使用する場合は、陸上競技場の使用料のみを徴収
するものとする。

1

　高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)以下の学校団体その他市長が定める団体が高校生(中
等教育学校の後期課程の在学生を含む。次項において同じ。)以下を参加対象者として主催する行
事で市レベルの規模以上のものに係る使用については、規定の使用料の半額とする。

3

サッカー使用及びその他の使用で半面のみを使用する場合の使用料は、１時間につき５１０円とす
る。

2

備考

南棟

個別
使用

コインロッカー

１時間 ３００円

第１ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ １室 １時間 ３００円

陸　上
競技場
ｽﾀﾝﾄﾞ

１箱 １使用 ５０円

第１ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ
と第２ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰ
ﾑの同時使用

２室 １時間 ５００円

第２ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ １室

第３会議室 １室 １時間 ２５０円

第２会議室 １室 １時間 ２００円

第１会議室 １室 １時間 ２００円

１時間

５００円

２００円

メインスタンド

研修室本棟 １室

３，５００円

１時間
観客席
のみ

佐世保
野球場

専用
使用

メインスタンド（南棟の第１、第
２、第３会議室を除く。）

１時間

投　球
練習場

１時間
につき

一　般 １１０円

学　生 ５０円

一　般

学　生

９１０円

４５０円
野球場

練習
使用

入場料
を徴収
す　る
場　合

専用
使用

入場料
を徴収
しない
場　合

１時間
につき

学
生

半日( 9：00～13：00) ２，０６０円

１日( 9：00～17：00) ４，１２０円

夜間(17：00～21：00) ２，０６０円

１日( 9：00～17：00) 最高入場料２００人分

夜間(17：00～21：00)

職
業

一
般

半日( 9：00～13：00) 最高入場料２５人分

１日( 9：00～17：00) 最高入場料５０人分

夜間(17：00～21：00) 最高入場料２５人分

半日( 9：00～13：00) 最高入場料１００人分

３，４４０円

１，７２０円

１１，４９０円

３，４４０円

６，８８０円

３，４４０円

２２，９８０円

夜間(17：00～21：00)

１，７２０円半日( 9：00～13：00)

１１，４９０円

専用
使用

 9：00～13：00

13：00～17：00

17：00～21：00

３４０円

８６０円

７００円

学
生

１日( 9：00～17：00)

夜間(17：00～21：00)

半日( 9：00～13：00)

１日( 9：00～17：00)

職
業

一
般

１日( 9：00～17：00)

夜間(17：00～21：00)

半日( 9：00～13：00)

施設 区分　　 　 　　　　　　　　単位

練習
使用

バドミントンコート
インディアカコート

1面1時間

1台1時間

バスケットボールコート

1面1時間バレーボールコート

1面1時間

使用料

１，７２０円

卓　球

振興会
体育館

1面1時間ハンドボールコート

４，６００円

４，６００円

４，６００円

２２０円

専用使用 １時間 ３７０円

個人使用 １人１回 １８０円

サッカー 全面１時間 ７１０円

その他 全面１時間 ７１０円

１人３回 １００円

ソフトボール １面１時間 ５１０円

ウォーター
スライダー

１時間 ２，９９０円

１時間 ５，１７０円

１人１回

単位 使用料

１時間 ２，０００円

高校生以上 ４００円

小・中学生 １６０円

幼　児 　１００円

１人１回

区分

１００円

庭  球  場 １面１時間 ３２０円

(補助競技場含む) 個人使用

使用 ２５ｍ

総合グラウンド

運 動 広 場

アーチェリー競
技　場

個人使用

専用 ５０ｍ

プ　ー　ル

陸上競技場 専用使用

施設


